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占冠村個別排水処理事業経営戦略計画 

 

団 体 名         占冠村 

事 業 名         占冠村個別排水処理事業 

策 定 日         平成 30年 3 月 

計画期間         平成 29年度～平成 38 年度（10年間） 

 

１．事業概要 

（１）事業の現況 

① 施 設 

供用開始年度 

（供用開始後年数） 

＜個別排水処理区域＞平成 14 年

（H14.10.15） 

（供用開始後年数 15年） 

法適 

（全部適用・一部適用） 

非適の区分 

非適用 

処理区域内人口密度 
0.01人/ha 

（平成 28年度末） 

流域下水道などへの 

接続の有無 
無し 

処理区数 1 処理区（特定環境保全公共下水道事業区域外の地区） 

処理場数 
合併浄化槽 169 基（5人槽～10人槽 165 基・14～15人槽 3基・65人槽 
1 基） 

広域化‣共同化‣最適化 

実施状況*1 

広域化：無 
共同化：無 
最適化： 
最適化実施状況は、本村の地理的・社会的条件に応じて特定環境保全公共
下水道事業 2処理区、個別排水処理事業等の最適なものを選択しています。 
また、浄化槽使用水量検針等の事務を簡易水道事業の使用水量検針業務に
より実施しています。 

*1「広域化」とは、一部事務組合による事業実施などの他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指すこと。 

 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、
広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行
する場合（料金徴収などの事務の一部を一部事務組合によって実施する場合など）を指すこと。 

 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽などの各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に 
応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指すこと。 

 

② 使用料 

一般家庭用使用料体系
の概要・考え方*1 

基本料金(1月につき) 

基本水量 10㎥まで ：1,230 円   

超過水量 1㎥につき：  130円 

その他の使用料体系の 
概要・考え方*1 

＜営業用＞ 

基本料金(１月につき) 

基本水量 20㎥まで ：2,380円   

超過水量１㎥につき:  140円 

＜団体用＞ 

基本料金(１月につき) 

基本水量 20㎥まで：2,950 円   

超過水量１㎥につき:  140円 

条例上の使用料*2 
(20 ㎥ あたり) 

※過去 3年度分を記載 

平成 26年度  2,530円 実質的な使用料*3 
（20 ㎥あたり） 

※過去 3年度分を記載 

平成 26年度 2,793円 

平成 27年度  2,530円 平成 27年度 2,804円 

平成 28年度  2,530円 平成 28年度 2,772円 
*1超過料金は一般用が 2ケ月ごとで、その他は 1ケ月ごとの検診で算定しています。 

*2条例上の使用料とは、一般家庭における 20㎥あたりの使用料をいいます。 
*3実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含み 
ます）をいいます 
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 ③ 組織 

職員数 建設課 5 名に下水道担当職員を 1 名配置しています。 

事業運営組織 

経営健全化を目的として、建設課 5 名に下水道担当を配置し、道路、河川、橋梁

の新設・改善、道路、橋梁台帳の整備保管、下水道新設・維持管理等の業務を兼

任として配置を行っています。 

 

（２）民間活力の活用など 

民間活用の状況 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

個別排水処理事業における合併浄化槽の運転・維

持管理は、施設維特管理業務として富良野広域連

合に委託しています。これらの業務は個別発注せ

ず、一括発注できる業務はとりまとめ、施設運営

経費の削減に努めてきました。 

イ 指定管理者制度 

現在の民間委託を継続しつつ､他町村の指定管理

者制度の動向を踏まえ､検討していく予定ですの

で､指定管理者制度については未実施です。 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 

本村の下水道事業規模では、ＰＰＰ・ＰＦＩの民

間活力の活用の実施するのは、困難と考えられま

す。今後においても民間委託業務を継続する予定

であるため、未検討です。 

資産活用の状況 

ア エネルギー利用 

            

合併浄化槽から発生する汚泥を単独処理や民間企

業で委託処分すると高額処分費となるため、合併

浄化槽汚泥（単独浄化槽汚泥含む）とし尿を、富

良野広域連合（本村、富良野市、上富良野町、中

富良野町、南富良野町で組織）で運営されている

「環境衛生センター(H15供用開始)」において、生

ごみと併せて適正処理されており、さらに堆肥化

処理する資源循環型施設の共同処理をおこない、 

消化ガスのエネルギー利用をし処分費の削減を行

っています。 

イ 土地・施設など利用 

 

合併浄化槽の設置場所は、合併浄化槽設置者個人

の宅地内に設置し、村が設置と維持管理を行っ 

ているため、未利用土地・施設の活用等はできな

いため、検討していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*4 ｢エネルギー利用｣とは､下水汚泥･下水熱など､下水道事業の実施に伴い生じる資源(資蛮を含みます)を用いた収入増につ 

ながる取組を目指すこと。 

*5  ｢士地･施設など利用｣とは､士地･建物など､下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた､収入増につながる取組を指すこと 

(単純な売却は除きます)。 

下水熱・下水汚泥 

・発電など*4 

未利用土地・施設の 

活用など*5 
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（３）経営比較分析表を活用した現状分析 

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公

営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を 6項に添付しています。 

 

平成 28年度に策定･公表しました､平成 27 年度決算｢経営比較分析表｣を添付しております。 

この経営比較分析表は経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し､本村の経年比較や他の類似団

体との比較､複数の指標を組み合わせた分析を行い､経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握する

ことが可能となります。 

 

 

① 経営指標の説明 

＜経営の健全性＞ 

 

・収益的収支比率(％) 

総収益

総費用+地方債償還金
× 100 

 

【指標の意味】 

  法非適用企業に用いる収益的収支比率は、料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、

総費用に地方債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

【分析の考え方】 

  当該指標は､単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要です。 

数値が 100％末満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向

けた取組が必要です。 

 

 

・企業債残高対事業規模比率(％) 

 

企業債現在高−一般会計負担分

営業収益−受託工事収益−雨水処理負担金（公費負担分を除く）
×100 

 

【指標の意味】 

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられます。従って、経年比較や類似団体

との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、

対外的に説明できることが求められます。 
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＜経営の効率性＞ 

 

・経費回収率（％） 

使用料収入

汚水処理費用（公費負担分を除く）
× 100 

【指標の意味】 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用料水

準等を評価することが可能です。 

【分析の考え方】 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上であ

ることが必要です。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の

収入により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削

減が必要です。 

  

 

・汚水処理原価（円） 

汚水処理費用（公費負担分を除く）

有収水量
× 100 

【指標の意味】 

有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を

含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられます。従って、経年比較や類似団体

との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されている

か分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められます。 

また、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上による有収水量を増

加させる取組といった経営改善が必要です。 

  

 

・施設利用率（％） 

晴天時一日平均処理量

晴天時一日処理能力
× 100 

【指標の意味】 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施設の

利用状況や適正規模を判断する指標です。 

【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられますが、一般的には高い数値である

ことが望まれる。経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、

数値が低い場合には、施設が遊休状態ではないか、過大なスペックとなっていないかといっ

た分析が必要です。 
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・水洗化率（％） 

 

現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口
× 100 

【指標の意味】 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を表し

た指標です。 

【分析の考え方】 

当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から 100％とな

っていることが望ましいです。一般的に数値が 100％未満である場合には、汚水処理が適切

に行われておらず、水質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入を図

るため、水洗化率向上の取組が必要です。 
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２．経営の基本方針 

経営の基本方針 

事業を継続する上での経営の基本方針は、「下水道事業の課題」、および「将来の事業環境」等を踏

まえ、以下のようにしました。 

 

【経営理念】 

下水道事業運営は、最小経費で最良のサービスを安定的かつ持続的に提供することを基本として、

村民が安心して暮らせることが、基本理念であるため実現に向けて取組を行います。 

 

【基本方針】 

下水道事業は、料金収入によって経費を賄う独立採算制で行うことを基本とし、資金不足の縮減を

行い、一般会計からの繰入金を安易に求めず、現行の使用料金体系を維持し賄い、自立経営を目指

し経営基盤の強化に努めます。 

 

【実行計画】 

・適切で計画的な事業執行 

 今後は合併浄化槽設置の向上は期待できません。これまでの建設投資に伴う公債費（元利償還費）

の大きな負担や維持管理費の増加傾向から厳しい経営を強いられ、限られた財政の中、適正な事

業計画と財政計画を基に経営を行ってきました。 

今後も引き続き、維持管理面において、老朽化して行く設備類の更新を実施し、更には、高齢化

や人口減少が益々進行することが考えられるため、下水道料金水準等も検討した上で、財政計画

を策定し、計画的な経営改善を続けていく必要があります。また、将来的には公営企業会計適用

により独立採算性、および透明性を高め、経営状況を分かりやすく提供できるよう検討していき

ます。 

 

・効率的な事業執行 

 これまで同様に、業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組みます。民間委託の活用により業

務の効率化を図りつつ、将来的には包括的民間委託等により効率的な民間活用について検討して

いきます。 

 

・収入の確保と負担の適正化 

 財政基盤の強化のため、収入の確保と一般会計との負担区分の適正化を図ります。また、収入の

確保のため下水道使用料を確実に収入すると共に、国や企業債の資金を的確に調達していきま

す。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※将来の事業環境などを踏まえ、事業を継続する上での経営理念、基本方針などについて記載しています。 
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３．投資・財政計画 

（１）投資・財政計画 ：19、20項のとおりです。 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 投資・財政計画（収支計画）のうち投資についての説明 

収支計画の策定に当たって、反映した取組について具体的（対象施設、時期、金額等）に記載しまし

た。 

 

○投資の目標に関する事項 

個別排水処理事業では、これまでとおり、村民の要望があれば合併浄化槽を設置していき、合わせて

老朽化した設備類の更新を進めます。 

 

○建設・更新に関する事項 

個別排水処理事業では、合併浄化槽を平成13年度から整備しており、これまでの投資額は約123百万

円になります。現状ではブロワーポンプ、ダイヤフラム等の設備を交換しています。今後も引き続き

交換していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 個別排水処理事業の投資額 

 

〇事業費 

事業費は、20.7 百万円を見込みました。 

過年度の合併浄化槽の整備基数を踏まえて、平成30年度から1基/年を整備する計画とし、合計9基の

合併浄化槽の整備費20.7百万円を見込みました。 

 ※合併浄化槽(5人槽)1基当たりの事業費2.3百万円/基=工事費1.6百万円/基+実施設計費0.7百万円

/基 

 

表 建設・更新計画 

単位;千円 

建設・更新計画 
経営戦略計画期間（中期計画） 

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 

合併浄化槽整備  2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 

  注)合併浄化槽工事費は、起債事業で、実施設計は単独事業です。 
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〇広域化・共同化・最適化に関する事項 

収支計画の策定に当たって、反映していません。 

 

〇投資の平準化に関する事項 

個別排水処理事業では、新設する合併浄化槽は設置基数が少ないため投資の平準化は考えていませ

ん。なお、合併浄化槽の設置は、個別排水処理事業の起債事業で行っています。 

 

〇民間の活力の活用に関する事項（PPP/PFI)  

収支計画の策定に当たって、反映していません。 

 

○防災・安全対策に関する事項 

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を実施します 

 

〇その他 

収支計画の策定に当たって、反映していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※収支計画の策定に当たって反映した取組について記載しています。     
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② 投資・財政計画（収支計画）のうち財源についての説明 

収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（対象施設、時期、金額等）に記載しました。 

 

〇財源の目標に関する情報 

個別排水処理事業での浄化槽新設費用の財源として、企業債の借入、および設置者分担金を充てる計

画としています。 

 

○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項 

用料収入(千円/年)は、水洗便所設置済人口(人)に 1人当たり使用料金（千円/年・人）を乗じて推定

しています。 

 

使用料収入(千円/年)＝水洗便所設置済人口(人)×1人当たり使用料金（千円/年・人） 

 

水洗便所設置済人口(人)の推定は、まず、各事業区域内人口を求める必要があり、「占冠村まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」で計画した目標行政人口を基に、各事業区域に適切に配分した人口に、水

洗化率を乗じて水洗便所設置済人口(人)を推定しています。 

個別排水処理事業の直近 5年間の水洗率の平均値は 28.0%であり、今後もこの値で普及するものと推

定しました。1人当たり使用料金（千円/年・人）は、過去の 5 年間の平均値 10.9 千円/年・人としま

した。 

 

H24 H25 H26 H27 H28 

9.8千円/年・人 10.2千円/年・人 11.9千円/年・人 11.3千円/年・人 11.5千円/年・人 

 

水洗便所設置済人口は、合併浄化槽設置基数は若干増えていますが、近年、合併浄化槽設置者で離農

する村民も出てきていることから、今後も、水洗便所設置済人口は微減で推移するものと見込んでい

ます。 

なお、業務用・団体用の下水道料金は現在半額処置をしており、半額措置の期限については下記の期

限になっています。 

 

半額処置期間 

 ・中央処理区 →平成 33 年 12月まで 

 ・トマム処理区→平成 34 年 7 月まで 

収支計画では中央処理区→平成 34年 1 月から、トマム処理区→平成 34 年 8月から半額処置をないも

のとして下水道料金収入を見込みました。見込む料金収入は、下表に示す近年 5カ年の平均値としま

した。 

 

H24 H25 H26 H27 H28 平均値 

6 21 52 42 46 34 
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〇企業債に関する事項 

企業債は、下水道事業債及び過疎対策事業債を発行可能額の 2分の 1づつ充当する計画としています。 

 

〇繰入金に関する事項 

経費を削減した上で、営業費用に不足する収益又は工事資金については、一般会計から繰入金で補填

しています。その運用上の基準としては、総務省の繰出基準に基づき、一般会計が負担する必要な経

費として、起債元金償還金の一部に相当する金額を繰入しています。また、基準内繰入金だけでは収

支がとれなければ、繰出基準に基づかない繰入をしています。 

 

〇資産の有効活用に関する事項 

個別排水処理事業では、合併浄化槽の設置場所は、設置者の土地（民地）であるため、収支計画の策

定に当たって、反映していません。 

 

〇その他 

収支計画の策定に当たって、反映していません。 
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※収支計画の策定に当たって反映した取組について記載しました。 

③ 投資・財政計画（収支計画）のうち投資以外の経費についての説明 

収支計画の策定に当たって反映した取組について具体的（時期、金額、対象施設等）に記載しました。 

 

○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFI等） 

収支計画の策定に当たって、反映していません。 

 

○職員給与費に関する事項 

職員給与費は、現状で特定環境保全公共下水道事業（2処理区）、個別排水処理事業の業務について、

必要最低限の人員の職員１名で兼任としています。今後も同様に、必要最低限の人員構成により業務

を遂行する予定であるため、直近の職員給与で設定しています。 

 

○動力費に関する事項 

反映していません。 

 

〇光熱費に関する事項 

反映していません。 

 

〇通信運搬費に関する事項 

反映していません。 

 

〇修繕費に関する事項 

修繕費は、突発的な修繕もあり予測が難しいことから、過去5年間の処理水量当たりの平均値である

0.002円/㎥で算定しました。 

 修繕費(円/年)＝処理水量(㎥/年)×処理水量当たりの修繕費0.002（円/㎥） 

 

  

実績 5カ年平均値    

（円/㎥） H24 H25 H26 H27 H28 

修繕費（千円/年） 62 83 0 0 0 ― 

1㎥当たり修繕費（円/㎥）   0.010 0.000 0.000 0.000 0.002 

 

〇材料費に関する事項 

反映していません。 

 

○薬品費に関する事項 

処理水量減少に伴う減額分を加味し算定するため、処理水量当たりの薬品費がかならずしも一致しな

いことから、過去5年間の平均値である0.003円/㎥で算定しました。 

薬品費(円/年)＝処理水量(㎥/年)×処理水量当たりの薬品費0.003（円/㎥） 

 

  

実績 5カ年平均値    

（円/㎥） H24 H25 H26 H27 H28 

薬品費（千円/年） 53 54 41 0 0 ― 

1㎥当たり薬品費（円/㎥） 0.006 0.006 0.005 0.000 0.000 0.003 
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〇路面復旧費に関する事項 

 反映していません。 

 

〇委託料 

個別排水処理事業における合併浄化槽の維持管理業務についても委託しています。特定環境保全公共

下水道事業と同様に、今後も現状の維持管理状況が続くことが前提となりますが、合併浄化槽の設置

台数の変化に伴い、契約更新時の委託料の徴増減が予想されますが、今後の設置台数の予測が困難で

あるため、処理水量に応じた委託費として算出しました。 

委託費は、処理水量の徴増減に伴う委託費を加味し算定するため、過去 5 年間の委託料の 50％の平

均値である 1,924 千円/年を固定委託料としました。これ以外を変動委託料に分け、過去 5 年間の処

理水量当たりの変動委託料の平均値である 0.220 円/㎥としました。 

 委託料(千円/年)＝ 

固定委託料 1,924 千円/年＋（処理水量(㎥/年)×1㎥当たり変動委託料 0.220（円/㎥） 

 

  

実績 5カ年平均値 

(千円/年)    H24 H25 H26 H27 H28 

委託料（千円/年） 3,127 3,430 3,957 4,442 4,279 ― 

固定委託料（千円/年） 1,564 1,715 1,979 2,221 2,140 1,924 

変動委託料（千円/㎥） 1,564 1,715 1,979 2,221 2,140 1,924 

処理水量当たり変動委

託料（円/㎥） 
0.188 0.204 0.220 0.246 0.242 0.220 

 

〇その他 

その他経費は、突発的な経費もあり予測が難しいことから、過去5年間の処理水量当たりの平均値で

ある0.014円/㎥で算定しました。 

 その他経費(円/年)＝処理水量(㎥/年)×処理水量当たりのその他経費0.014（円/㎥） 

 

  

実績 5カ年平均値    

（円/㎥） H24 H25 H26 H27 H28 

その他（千円/年） 69 135 83 181 136 ― 

1㎥当たりその他（円/㎥） 0.008 0.016 0.009 0.020 0.015 0.014 

 

 

 

 

 

 

 
※収支計画の策定に当たって反映した取組について記載しました。 

 ＜取組例＞ 

   ・民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託などの民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど） 

   ・職員給与費に関する事項 

   ・動力費に関する事項 

   ・薬品費に関する事項 

   ・修繕費に関する事項 

   ・委託費に関する事項 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

「（１）投資・財政計画」で、実質収支が計画期間の最終年度で基準外の繰入金が発生して

いて赤字となっています。今後、赤字の解消に向けた取組の方向性や、未反映の取組等につい

て記載しました。 

 

① 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化に 

関する事項 

本村は、ソフト面の水質データ管理、施設の維持管理、総務系事

務の共同化等について富良野広域連合に委託しています。今後さ

らに、経費が削減できないか近隣自治体の動向に合わせて、連携

について検討していきます。 

投資の平準化に関する事項 

経年劣化による機器類等の取替修理の頻度が増加しているため、

定期合併浄化槽点検時において機器類等の状態について調査を

実施し、状態を記録するとともに、今後の取替修理計画を立て、

予算が突出しないようにするためのシステムを検討していきま

す。 

民間活力の活用に関する事項 

（PPP/PFI など） 

民聞活力による各種維持管理業務について、サービスを低下させ

ずに費用削減出来るものは積極的に民開活力の導入を推進して

いく方針ですが、本村の事業規模では、民間活力の活用を実施す

るには困難と考えられます。したがって、近隣自治体との共同化

の検討と合わせて民間活力の活用を検討していきます。 

なお、現在、水道メーター検針業務を民間委託し、人件費の縮減

を図っており、今後も継続していきます。 

その他の取組 

今後必要に応じて検討していきます。 
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② 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する事項 

料金収入によって経費を賄う独立採算制で行うことを基本とし

ていますが、現状として賄うことが出来ていない状況となってい

ます。 

下水道使用料の見直しは、今後も事業コストの削減に努め、公共

性や平等性を確保するとともに、経済情勢や少子高齢化等の実態

に応じた費用の負担を求めていく必要があります。このため、本

村の事業で提供するサービスの内容等、他の市村村の状況と照ら

し、コスト内容に見合ったものとなっているか等の検証を行い、

公平で適正な下水道使用料となるよう継続的に検討していきま

す。 

資産活用による収入増加の 

取組について 

本村の事業は、資産活用となる資産がないため、将来も資産活 

用による収入増加は見込まれません。 

その他の取組 
必要に応じて検討していきます。 

 

 

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託など、指定管

理者制度、PPP/PFI など） 

本村の事業規模では、民間活力の活用を実施するには困難と考え

られます。したがって、近隣自治体との共同化の検討と合わせて

民間活力の活用を検討していきます。 

職員給与費に関する事項 

将来の特定環境保全公共下水道事業と個別排水処理事業に大き

な変化があった場合につては、組織体制や職員給与費の見直しを

行っていきます。 

動力費に関する事項 必要に応じて検討していきます。 

光熱費に関する事項 必要に応じて検討していきます。 

通信運搬費に関する事項 必要に応じて検討していきます。 

薬品費に関する事項 今後も、注入薬剤等の適正使用・管理を推進します。 

修繕費に関する事項 
今後も、ライフサイクルコストの最小化を踏まえた修繕計画を策

定していきます。 

材料費に関する事項 必要に応じて検討していきます。 

路面復旧費に関する事項 必要に応じて検討していきます。 

委託費に関する事項 
合併浄化槽の維持管理台数の変化に応じて、適切な委託費を計上

していきます。 

その他の取組 

〇住民への情報発信 

より身近に具体的に下水道事業の目的や効果等が理解できる

よう、地域性を活かした効果的なＰＲ方法を検討していきます。

また、下水道の経営状況や使用料に関する情報等の情報公開等の

方法を検討していきます。 

〇省エネ推進 

更新する際の設備類は、省エネ機器を導入する等の経費削減に努

めます。 
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４．経営戦略の事後検証、更新などに関する事項 

経営戦略の事後検証、更新など

に関する事項 

 PDCAサイクルにより、経営戦略の事後検証と更新を実施して

いきます。 

 経営戦略のモニクリングは、年１回、決算終了後に収支計画と

実績値を比較して行います。投資・財政計画の更新等にあたって

は、事業別の「投資・財政計画」と実績の乖離を検証するだけで

なく、将来予測方法や［収支ギヤップ］の解消に向けた取り組み

等についても検証します。 

 ローリングについては、5 年おきに事業の進捗や各種施策の遂

行状況に合わせて、目標及び計画数値の見直しを行っていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※進捗管理（モニタリング）や見直し（ローリング）などの経営戦略の事後検証、更新などに関する考え方について記載し

ています。 
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